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○那智勝浦町重度心身障害児者医療費支給条例 

平成８年６月14日条例第15号 

改正 

平成14年３月18日条例第18号 

平成18年６月20日条例第22号 

平成20年３月21日条例第７号 

平成27年５月28日条例第29号 

那智勝浦町重度心身障害児者医療費支給条例 

那智勝浦町重度心身障害児者医療費支給条例（昭和51年条例第14号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、重度心身障害児者に対して医療費を支給することにより、重度心身障害児者

の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「重度心身障害児者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受

けている者で、障害の程度が１級又は２級に該当するもの。 

(２) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が３級に該当し、かつ前年の所得（１月

から７月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。）に係る

市町村民税が課せられていない世帯に属するもの。 

(３) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がＡのもの。 

(４) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）の規定に基づく特別児童

扶養手当の支給を受けている者が、現に監護又は養育している児童で、その障害の程度が同法

施行令別表第３の１級に該当するもの。 

２ この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(２) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(３) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

(４) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(５) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

(６) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 
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(７) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号） 

３ この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、家族療養

費、療養費、訪問看護療養費、家庭訪問看護療養費、保険外併用療養費及び特別療養費をいう。 

（対象者） 

第３条 この条例による医療費の支給を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、本

町に住所を有する重度心身障害児者で、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその

被扶養者であり、かつ、重度心身障害児者に該当したときの年齢が65歳未満である者とする。た

だし、生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている者は除く。 

（医療費の範囲） 

第４条 この条例により支給する医療費は、医療保険各法の規定により医療に関する給付（重度心

身障害児者のうち第２条第１項第２号に該当する者にあっては、入院に係る医療に限る。以下同

じ。）が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者又は対象者が20歳未満の

場合は、対象者を監護する父若しくは母又は養育者（以下「対象者等」という。）が負担する費

用の額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定に基づき、国又は他の地方公共団体の負担におい

て医療費の給付を受けられる場合は、この条例に優先するものとする。 

（支給方法） 

第５条 この条例に基づく医療費の支給は、対象者等の請求に基づき行う。 

２ 前項の規定にかかわらず町長は、医療費として対象者等が医療機関等に支払うべき費用をその

者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。 

３ 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し医療費の支給があったものとみなす。 

（受給資格の認定） 

第６条 対象者は、重度心身障害児者医療費受給資格について第２条第１項及び第３条の要件に該

当していることについて町長の認定を受けなければならない。 

（受給者証の交付） 

第７条 町長は、前条の認定を受けた者（以下「受給資格者」という。）に対し規則で定めるとこ

ろにより受給資格者であることを示す受給者証を交付するものとする。 

２ 受給資格者は、医療機関等において療養を受ける際に当該受給者証を提示しなければならない。 

（届出） 

第８条 受給資格者として認定された者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等について変更
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を生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。 

（支給金の返還） 

第９条 偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から

当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 町長は、重度心身障害児者医療費を支給した場合において、その支給事由が第３者の行為によ

って生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の

全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成８年８月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の那智勝浦町重度心身障害児者医療費支給条例の規定は、この条例の施

行の日以降に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係る支給

については、なお従前の例による。 

附 則（平成14年３月18日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年６月20日条例第22号） 

１ この条例は、平成18年８月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の那智勝浦町重度心身障害児者医療費支給条例第３条の規定にかかわら

ず、この条例の施行日前に重度心身障害児者として受給対象となっている者は、同条に規定する

対象者とする。 

附 則（平成20年３月21日条例第７号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年５月28日条例第29号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成27年８月１日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 この条例による改正後の那智勝浦町重度心身障害児者医療費支給条例の規定は、この条例

の施行の日以降に受ける医療に係る給付について適用し、施行日前に受けた医療に係る給付につ

いては、なお従前の例による。 


